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は し が き 

 

毎月勤労統計調査（基幹統計,厚生労働省所管）は、賃金・労働時間及び雇

用について、毎月の変動を明らかにすることを目的に実施されており、我が

国の労働経済に関する基本的な統計として広く利用されています。 

本県では、県内で５人以上の常用労働者を雇用している事業所を対象とし

て地方調査を実施しています。その結果については、調査月の２か月後に「毎

月勤労統計調査地方調査結果」として公表するとともに、香川県統計情報デ

ータベース（http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/toukei/）

上にも掲載しています。 

この報告書は、平成２９年の１年間の調査結果を年報としてとりまとめた

ものです。また、データの変動が一目でわかるよう、指数によって時系列の

比較を行っていますので、各種の基礎資料として広く御利用いただければ幸

いです。 

統計調査にあたり、御回答をいただいております事業所の方々をはじめ、

関係各位に対しまして厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層の御協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

  平成３０年９月 

 

 

                                香川県政策部統計調査課長 大垣 由紀 
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毎月勤労統計調査地方調査の説明 

 

１ 調査の目的 

この調査は、統計法に基づく基幹統計として、賃金・労働時間及び雇用について、香川県における

毎月の変動を明らかにすることを目的としている。 

 

２ 調査の対象 

この調査は、日本標準産業分類に定める鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・

熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，保険業、不動産業，物品

賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業

（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）、教育，学習支援業、医療，福祉、複

合サービス事業、サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く）に属し、常時５人以上の

常用労働者を雇用する事業所の中から抽出された約６００事業所について行っている。 

  

３ 調査の期間と方法 

調査期間は１か月を単位としており、前月の最終給与締切日の翌日から当月の最終給与締切日ま

での間である。 

また、この調査は、規模 ５～２９人の事業所（第二種事業所）は実地他計方式（統計調査員が事

業主に質問し，調査票を作成する方式）またはオンライン方式により、また、規模３０人以上の事業

所（第一種事業所）は郵送調査方式またはオンライン方式によって行っている。 

 

４ 用語の解説 

(1)賃  金 

・ 「現金給与」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者

が労働者に通貨等で支払うもの（税込み）をいう。 

・ 「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計額

である。 

・ 「きまって支給する給与（定期給与）」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定

められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことで、超過労働給与等の各種手

当を含む。 

・ 「所定内給与」とは、きまって支給する給与のうち所定外給与以外のものをいう。 

・ 「超過労働給与（所定外給与）」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給

与や休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間外手当、早朝出勤手当、

休日出勤手当、深夜手当等である。 

・ 「特別に支払われた給与（特別給与）」とは、調査期間中に一時的又は突発的理由に基づい

て、あらかじめ定められた契約や規則等によらない労働者に現実に支払われた給与やあらかじ

め支給条件、算定方法が定められていても、その給与の算定が３か月を超える期間ごとに行わ

れるものをいう。 

また、夏季、年末賞与等のようにあらかじめ支給条件は決められているがその額の算定方法

が決定されていないものや結婚手当等のように支給条件、支給額が労働契約等によってあらか
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じめ確定していても非常にまれに支給されたり、支給事由の発生が不確定なものも含める。 

・ 「実質賃金指数」とは、現金給与総額指数ときまって支給する給与指数をそれぞれ、「消費

者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）」で除して求め、賃金の実質的購買力をあらわす指

数である。 

 

(2)実労働時間 

・ 「実労働時間」とは、調査期間中に労働者が実際に労働した時間数である。休憩時間は、給

与が支給されると否とにかかわらず除かれるが、運輸関係労働者等にみられる手待時間は含め

る。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含まれない。 

・ 「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」との合計である。 

・ 「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間

の休憩時間を除いた実労働時間数である。 

・ 「所定外労働時間」とは、早出、残業、休日出勤等の実労働時間数である。 

・ 「出勤日数」とは、調査期間中に労働者が実際に出勤した日数である。有給であっても事業

所に出勤しない日は出勤日にはならないが、１日のうち１時間でも就業すれば出勤日となる。 

２歴日にわたって働いた場合、出勤日数は２出勤日となる。また、１日に二度出勤したとき

は、１出勤日となる。 

 

(3)常用労働者 

・ 「常用労働者」とは、事業所に雇用され給与の支払いを受ける者（船員法の船員を除く。）

のうち、次のいずれかに該当する労働者である。 

イ．期間を定めず、または１か月を超える期間を定めて雇われている者 

ロ．代表権を持たない重役、理事などの役員のうち、常時勤務して一定の業務に従事し、毎月

給与の支払いを受けている者 

ハ．事業主の家族でその事業所に働いている人のうち、常時勤務して就業規則等に従い、毎月

給与の支払いを受けている者 

・ 「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことであ

る。 

イ．１日の所定労働時間が、一般の労働者よりも短い者 

ロ．１日の所定労働時間が、一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも

短い者 

・ 「パートタイム労働者比率」とは、調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の

割合を百分率化したものである。 

 

(4)労働異動率 

 労働異動率とは、事業所における雇用の流動状況を示す指標である。 

・ 「入職率」とは、調査期間中に採用、出向及び同一企業内の他の事業所からの転勤によ

って当該事業所に入職した常用労働者数を、前調査期間末の全常用労働者数で除し、百分

率化したものである。 

・ 「離職率」とは、調査期間中に解雇、退職、出向及び同一企業内の他の事業所への転勤

によって当該事業所を離職した常用労働者数を、前調査期間末の全常用労働者数で除し、
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百分率化したものである。 

なお、労働異動率については、各種指数と異なり、ギャップ修正（後述）によって数値を

変更することはない。 

 

(5)賞   与 

特別給与のうち、賞与として支給された給与を抜き出して特別に集計したものである。夏季賞

与の場合は６～８月、冬季賞与の場合は１１月～翌年１月について、それぞれ３か月分の調査票

をもとに集計している。なお、集計は規模３０人以上の事業所の調査票を対象として行っている。 

・ 「賞与支給労働者１人平均支給額」とは、賞与を支給した事業所における常用労働者（支給

されなかった者も含む。）１人当たりの平均賞与支給額である。 

・ 「賞与支給月数（対きまって支給する給与）」とは、賞与を支給した事業所における賞与の

支給総額を１か月平均のきまって支給する給与支給総額で除したものである。 

 

５ 調査結果の算定式 

(1)実  数 

・ 推計比率 

   推計比率は、本月分の推計に用いる前月末母集団労働者数と、本月分の調査事業所の前月

末調査労働者数の合計の比率のことで、産業、規模別に次式によって定める。 

 

ｒ＝Ｅ／ｅ0 

 

ｒ ：推計比率（産業，規模別） 

Ｅ ：前月末母集団労働者数（産業，規模別） 

ｅ0：前月末調査労働者数の合計（産業，規模別） 

 

・ 産業計及び規模計の各種平均値の推計方法 

   産業計、規模計の各種平均値は、産業、規模別の調査事業所の現金給与支給総額、延べ実

労働時間数及び延べ出勤日数の各合計値に推計比率（上記のr）を乗じ、それを産業又は規模

について合計した値を、同様にして計算した前月末推計労働者数と本月末推計労働者数との

平均で除して求める。 

 

Σａ・ｒ 

（Σｅ0・ｒ＋Σｅ1・ｒ）／2 

 

 ― 
Ａ   ：各種平均値 

ａ   ：各種調査数値の合計（産業，規模別） 

ｅ0，ｅ1：前月末及び本月末調査労働者数（産業，規模別） 

ｒ   ：推計比率（産業，規模別） 

Σ   ：産業又は規模について合計をとることを示す記号 

・ 常用労働者に関する推計値 

Ｂ＝Σｅ・ｒ 

― 
Ａ＝ 
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Ｂ：各種推計値 

ｅ：本月末調査労働者数（産業，規模別） 

ｒ：推計比率（産業，規模別） 

Σ：産業，事業所規模別に合計を取ることを示す記号 

 

(2)指  数 

・各月の指数＝各月の調査結果の実数／基準数値×１００ 

基準数値とは指数＝１００に対応する実数値である。 

 

・各月の実質賃金指数＝各月の名目賃金指数／各月の消費者物価指数 

                     （持家の帰属家賃を除く総合）×１００ 

・年平均指数＝１～１２月の指数の合計／１２ 

 

６ 第一種事業所の抽出替えに伴う指数改訂（ギャップ修正） 

本調査では、２～３年の間隔で第一種事業所の抽出替え（調査事業所の入れ替え）を行っており、

調査結果に時系列的なギャップが生じるおそれがあるため、修正処理（ギャップ修正）を行ってい

る。（平成２７年１月に調査事業所の抽出替えを行ったことに伴い、ギャップ修正を実施。） 

方法は、第一種事業所の抽出替え実施月に新旧の事業所について重複して調査を行い、新事業所

による調査結果をより正確と考えられる水準とみなし、この水準と現行の指数の水準との間に生じ

るギャップについて、それをなくすために過去に遡って指数を修正する。 

ただし、毎月の絶対的な水準を表す実数値については、改訂を行っていないため､公表されている

増減率と実数から計算した増減率は必ずしも一致しない。 

また､パートタイム労働者比率及び入職率・離職率はギャップ修正を行わない。 

 

７ 指数の基準時更新 

指数の基準時は、西暦年の末尾が０又は５の付く年に改訂するものとしており、平成２７年を新

しい基準時とした。 

 

８ 統計表利用上の注意 

(1) この調査は、平成２年１月分調査より改正された。 

従来、地方調査は事業所規模３０人以上を調査対象としていたが、この改正によって事業所規

模５～２９人も地方調査の対象となり、調査結果も事業所規模３０人以上に加え、事業所規模５

人以上として公表するようになった。 

 

(2) 指数については、経済センサス‐基礎調査の実施に伴い、常用雇用指数とその増減率を過去に

遡って改訂した。時系列比較はこの指数によって行う。 

 

(3) 統計表中の数値は四捨五入してあるので、個々の数値の合計欄の数値とは一致しない。 
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(4) 統計表において、調査事業所数が少ないため公表を除外したものがあるが、調査産業計などに

はこれらも含めている。 

 

(5) 平成29年の調査から、平成25年10月に改正された日本標準産業分類に基づいて集計を行ってい

る。 

 

(6) 統計表で用いている符号の意味は次のとおりである。 

「－」･････ 調査あるいは集計を行っていない。（指数については指数化していない。） 

「ｘ」･････ 調査事業所が少ないため公表しない。 

「△」･････ 減少 

「０」･････ 表章単位未満 

 

(7) 統計表の産業名のうち産業大分類及び製造業産業中分類について次のような略称を用いた。 

〈例〉 M 飲食サービス業等………産業大分類「宿泊業，飲食サービス業」 

         E28 電子・デバイス………産業中分類「電子部品・デバイス・電子回路製造業」 

 

＜産業大分類＞ ＜E 製造業 産業中分類＞

C 鉱業，採石業等 Ｃ　鉱業，採石業，砂利採取業 16　化学工業

F 電気・ガス業 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 17　石油製品・石炭製品製造業

K 不動産・物品賃貸業 Ｋ　不動産業，物品賃貸業

E19 ゴム製品 19　ゴム製品製造業

M 飲食サービス業等 Ｍ　宿泊業，飲食サービス業 E21 窯業・土石製品 21　窯業・土石製品製造業

N 生活関連サービス等 Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業 E25 はん用機械器具 25　はん用機械器具製造業

E26 生産用機械器具 26　生産用機械器具製造業

E27 業務用機械器具 27　業務用機械器具製造業

＜E 製造業 産業中分類＞ E28 電子・デバイス
28　電子部品・デバイス・

    電子回路製造業

09　食料品製造業 E29 電気機械器具 29　電気機械器具製造業

10　飲料・たばこ・飼料製造業 E30 情報通信機械器具 30　情報通信機械器具製造業

E31 輸送用機械器具 31　輸送用機械器具製造業

32　その他の製造業

E13 家具・装備品 13　家具・装備品製造業

E14 パルプ・紙 14　パルプ・紙・紙加工品製造業

18　プラスチック製品製造業

  （別掲を除く）
L 学術研究等

Ｌ　学術研究，

    専門・技術サービス業

E12 木材・木製品
12　木材・木製品製造業

  （家具を除く）

E32,20 その他の製造業 20　なめし革・同製品・

    毛皮製造業

略  称 略  称

略  称

E09,10 食料品・たばこ

E16,17 化学、石油・石炭

R その他のサービス業
Ｒ　サービス業

  （他に分類されないもの）

E18 プラスチック製品
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付録 １ 

毎月勤労統計調査の沿革 
 

             （調査名）    （実施主体）      （対象範囲及び数）     

                                     

  大正12年７月 
職 工 賃 銀 毎 月 調 査                     

鉱 夫 賃 銀 毎 月 調 査                     
  内務省社会局 

北海道ほか22府県における工場及び 

東京鉱務署ほか４鉱務署管内におけ 

る鉱山合計 510所 

 

                                                

  大正14年４月 賃 銀 毎 月 調 査                       内閣統計局      29府県の工場、鉱山 

 

                                                 

 昭和２年１月  官公営工場と交通関係事業体を調査対象に追加                 

                                                

  昭和14年６月 労働統計毎月実地調査  内閣統計局 
33府県における工場、鉱山、交通関 

係事業体約 7,200所 

 

                                                

  昭和16年８月 労 働 統 計 毎 月 調 査                       内閣統計局 
全府県における工場、鉱山、交通関 

係事業体約 4,700所 

 

                                                

  昭和19年７月 毎 月 勤 労 統 計 調 査                       内閣統計局 
全府県における工場、鉱山、交通関 

係事業体約 8,900所 

 

                                                 

 昭和21年12月  百貨店、銀行、信託業、保険業を調査対象に追加 

         電気、ガス、水道業が工場より分離                       

 昭和22年７月  指定統計第７号                               

                                                   

 昭和23年９月  調査の企画立案公表の権限を労働省に移管（実施は総理府統計局）         

                                                   

 昭和25年１月  毎月勤労統計調査規則（労働省令）制定                      

          標本理論を導入                                

          産業別に異なっていた対象規模の下限を常用労働者30人以上に統一           

                                               

  昭和25年10月  日本標準産業分類を採用（対象産業：鉱業、製造業、卸売及び小売業、金融業   

                             及び保険業、不動産業、運輸通信及びその  

                            他公益事業）              

                                                

  昭和26年４月 

毎 月 勤 労 統 計 調 査                     

全 国 調 査                   

地 方 調 査                   

  調査を労働省に全面移管 

  地方調査開始 

 

                                                 

 昭和27年１月  建設業を調査対象に追加 
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昭和29年３月  サ－ビス業の一部(自動車修理業及びガレ－ジ業、その他の修理業及び医療保険業）を

        調査対象に追加 

 昭和32年７月  乙調査と特別調査開始                             

 

 

 

 

 

 

 

毎 月 勤 労 統 計 調 査                     

全 国 調 査 甲 調 査                   

〃  〃  乙 調 査                   

 

地 方 調 査                   

特 別 調 査                   

  常用労働者30人以上事業所  約 9,300事業所 

  常用労働者５～29人事業所   905調査区 

                                   約１万事業所 

  常用労働者30人以上事業所  約18,500事業所 

  常用労働者１～４人事業所   1,810調査区 

                                   約38,500事業所 

 

                                                  

 昭和46年１月  サ－ビス業の範囲を家事サ－ビスと外国公務を除く全体に拡大 

                                                   

 昭和47年７月  沖縄県を調査対象に追加                           

                                                   

 昭和55年７月  特別調査を拡充                                

 

 

 

 

 

 

 

毎 月 勤 労 統 計 調 査                     

全 国 調 査 甲 調 査                   

〃  〃  乙 調 査                   

 

地 方 調 査                   

特 別 調 査                   

  常用労働者30人以上事業所  約16,700事業所 

  常用労働者５～29人事業所   1,914調査区 

                                   約16,500事業所 

  常用労働者30人以上事業所  約22,000事業所 

  常用労働者１～29人事業所   4,750調査区 

                                   約 134,000事業所 

 

                                                  

 平成２年１月  甲調査・乙調査の統合と地方調査の拡充                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎 月 勤 労 統 計 調 査                     

全 国 調 査                   

 

 

地 方 調 査                   

 

 

特 別 調 査                   

  常用労働者５人以上  約33,200事業所 

      うち  30人以上  約16,700事業所 

            ５～29人  1,914調査区 約16,500事業所 

  常用労働者５人以上  約43,500事業所 

      うち  30人以上  約21,500事業所 

            ５～29人  2,561調査区 約22,000事業所 

  常用労働者１～４人  4,750調査区 約77,400事業所 

 

 平成５年１月  常用労働者数中のパ－トタイム労働者の給与・労働時間等の調査項目を新設    

                                           

 平成17年１月  平成14年３月改定の日本標準産業分類に基づく集計、公表開始 

 

 平成21年４月  基幹統計に指定される 

 

 平成22年１月  平成19年11月改定の日本標準産業分類に基づく集計、公表開始           

         （特別調査は平成21年調査から）  

     

平成29年１月  平成25年10月改定の日本標準産業分類に基づく集計、公表開始           
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第Ⅰ部 調査結果の概要 
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香川県の賃金・労働時間及び雇用の動き 

Ⅰ 概  況 

香川県における平成２９年の賃金・労働時間及び雇用の概況は、次のとおりである。 

 

事業所規模  常用労働者５人以上 

 

（１）現金給与総額 0.0％同率、きまって支給する給与 0.4％減 

常用労働者１人平均月間現金給与総額は 294,674 円で、前年比 0.0％の同率となった。 

このうち、きまって支給する給与は 243,849 円で、前年比 0.4％の減少、特別に支払われた給与

は 50,825 円で、前年差 1,143 円の増加となった。 

 

（２）総実労働時間 0.4％減、所定外労働時間 0.6％減 

常用労働者１人平均月間総実労働時間は 148.0 時間で、前年比 0.4％の減少となった。 

このうち、所定内労働時間は 137.2 時間で前年比 0.5％の減少、所定外労働時間は 10.8 時間で前

年比 0.6％の減少となった。 

常用労働者１人平均月間出勤日数は 19.4 日で、前年差 0.1 日の減少となった。 

 

（３）常用労働者 1.6％増 

常用労働者数は 338,390 人で、前年比 1.6％の増加となった。 

パートタイム労働者比率は 28.7％で、前年差 0.3 ポイントの増加となった。 

 

事業所規模  常用労働者３０人以上 

 

（１）現金給与総額 0.8％減、きまって支給する給与 0.6％減 

常用労働者１人平均月間現金給与総額は 325,587 円で、前年比 0.8％の減少となった。 

このうち、きまって支給する給与は 264,928 円で前年比 0.6％の減少、特別に支払われた給与は

60,659 円で前年差 1,019 円の減少となった。 

 

（２）総実労働時間 0.4％減、所定外労働時間 4.2％減 

常用労働者１人平均月間総実労働時間は 149.8 時間で、前年比 0.4％の減少となった。 

このうち、所定内労働時間は 138.3 時間で前年比 0.2％の減少、所定外労働時間は 11.5 時間で前

年比 4.2％の減少となった。 

常用労働者１人平均月間出勤日数は 19.3 日で、前年差 0.1 日の減少となった。 

 

（３）常用労働者 1.9％増 

常用労働者は 188,110 人で、前年比 1.9％の増加となった。 

パートタイム労働者比率は 25.8％で、前年差 0.1 ポイントの増加となった。 
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Ⅱ－１ 賃金の動き 

 

‐事業所規模５人以上‐  

 香川県における事業所規模５人以上の

常用労働者１人平均月間現金給与を調査

産業計でみると現金給与総額は 294,674 

円で前年比 0.0％の同率となった。また高

松市の消費者物価指数（持ち家の帰属家賃

を除く総合）を考慮した実質賃金指数では、

前年比 0.5％の減少となった。 

 現金給与総額の内訳をみると、総額から

賞与などの特別に支払われた給与を除い

たきまって支給する給与は 243,849 円で、

前年比 0.4％の減少、きまって支給する給

与から所定外の超過労働給与を除いた所

定内給与は 225,414 円で、前年比 0.4％の

減少となった。 

 前年比の推移をみると、現金給与総額は 

２年連続の増加、きまって支給する給与は

２年ぶりの減少、所定内給与は５年連続の

減少となった。 

 全国の現金給与総額は、316,966 円で前

年比 0.4％の増加、きまって支給する給与

は 260,776 円で 0.4％の増加、所定内給与

は 241,216 円で前年比 0.4％の増加となっ

た。 

 また、全国の現金給与総額を 100 とした場合、香川県の現金給与総額は 93.0 で、前年の 93.3 に比べ

て、全国との格差は 0.3 ポイント拡大している。 
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第2図 きまって支給する給与指数の推移（調査産業計）

(平成27年=100)

香川（5人以上） 香川（30人以上）

全国（5人以上） 全国（30人以上）

96

98

100

102

104

25 26 27 28 29年

第1図 現金給与総額指数の推移（調査産業計）

(平成27年=100)

香川（5人以上） 香川（30人以上）

全国（5人以上） 全国（30人以上）

指 数 前年比

平成 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

25 299,303 102.3 0.1 107.1 0.0 251,249 102.2 △ 0.2 232,474 102.2 △ 0.4 18,775 48,054

26 302,372 103.1 0.8 104.2 △ 2.5 251,826 102.2 0.0 232,863 102.2 △ 0.1 18,963 50,546

27 291,545 100.0 △ 3.0 100.0 △ 4.2 244,907 100.0 △ 2.1 226,591 100.0 △ 2.1 18,316 46,638

28 294,589 101.0 1.0 100.7 1.1 244,907 100.0 0.0 226,157 99.9 △ 0.2 18,750 49,682

29 294,674 101.0 0.0 100.2 △ 0.5 243,849 99.6 △ 0.4 225,414 99.5 △ 0.4 18,435 50,825

平成 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

25 314,054 99.6 △ 0.4 103.9 △ 0.9 260,353 99.9 △ 0.9 241,250 100.1 △ 1.0 19,103 53,701

26 316,567 100.0 0.4 101.0 △ 2.8 261,029 99.8 △ 0.1 241,338 99.7 △ 0.4 19,691 55,538

27 313,801 100.0 0.1 100.0 △ 0.9 259,244 100.0 0.2 239,651 100.0 0.3 19,593 54,557

28 315,590 100.6 0.5 100.7 0.7 259,737 100.2 0.2 240,256 100.3 0.2 19,481 55,853

29 316,966 101.0 0.4 100.5 △ 0.2 260,776 100.6 0.4 241,216 100.7 0.4 19,560 56,190

（指数：平成２７年平均＝１００）

きまって

支給する給与

指 数実 数 実 数

特別に

支払わ

れ　た

給　与

超過労

働給与指 数
実 質 賃 金

指 数 前年比

現  金  給  与  総  額

全

 

国

香

川

県

区   分

前年比

第1表 現金給与の推移（調査産業計：事業所規模５人以上）

実 数

所 定 内 給 与

前年比
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第4図 実質賃金指数（現金給与総額）の推移（調査産業計）

(平成27年=100)

前年比 5人以上（右軸％） 前年比30人以上（右軸％）

指数5人以上（左軸） 指数30人以上（左軸）

  ‐事業所規模 30 人以上‐ 

 香川県における事業所規模 30 人以上の

常用労働者１人平均月間現金給与を調査

産業計でみると、現金給与総額は 325,587

円で前年比 0.8％の減少となった。また、

高松市の消費者物価指数（持ち家の帰属家

賃を除く総合）を考慮した実質賃金指数で

は、前年比 1.3％の減少となった。 

現金給与総額の内訳をみると、総額から

賞与などの特別に支払われた給与を除い

たきまって支給する給与は 264,928 円で

前年比 0.6％の減少、きまって支給する給

与から所定外の超過労働給与を除いた所

定内給与は 242,956 円で、前年比 0.0％の

同率となった。 

 前年比の推移をみると、現金給与総額は 

４年ぶりの減少、きまって支給する給与は

２年連続の減少となった。 

全国の現金給与総額は 363,295 円で

0.5％の増加、きまって支給する給与は

290,954 円で 0.4％の増加、所定内給与は

266,057 円で 0.5％の増加となった。 

また、全国の現金給与総額を 100 とした

場合、香川県の現金給与総額は 89.6 で、前

年の 90.7 と、全国との格差は 1.1 ポイン

ト拡大している。 
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第3図 全国を100とした香川の賃金の推移（調査産業計）

事業所規模 5人以上 事業所規模30人以上

指 数 前年比

平成 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

25 319,615 98.0 △ 0.9 102.6 △ 1.0 265,193 98.6 △ 1.2 242,126 98.5 △ 1.3 23,067 54,422

26 324,634 99.3 1.3 100.4 △ 2.0 267,755 99.2 0.6 243,909 98.9 0.4 23,846 56,879

27 324,589 100.0 0.7 100.0 △ 0.6 267,766 100.0 0.8 244,552 100.0 1.1 23,214 56,823

28 328,103 101.0 1.0 100.7 1.0 266,425 99.5 △ 0.5 243,004 99.3 △ 0.7 23,421 61,678
29 325,587 100.2 △ 0.8 99.4 △ 1.3 264,928 98.9 △ 0.6 242,956 99.3 0.0 21,972 60,659

平成 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

25 357,977 99.2 △ 0.3 103.4 △ 0.8 289,150 99.4 △ 0.8 264,647 99.6 △ 1.0 24,503 68,827

26 363,338 100.1 0.9 101.1 △ 2.4 291,475 99.6 0.2 266,017 99.5 △ 0.1 25,458 71,863

27 357,949 100.0 0.0 100.0 △ 0.9 288,508 100.0 0.4 263,402 100.0 0.5 25,106 69,441

28 361,593 101.0 1.0 101.1 1.2 289,899 100.5 0.5 264,852 100.5 0.5 25,047 71,694

29 363,295 101.5 0.5 101.0 △ 0.1 290,954 100.9 0.4 266,057 101.0 0.5 24,897 72,341

（指数：平成２７年平均＝１００）

特別に

支払わ

れ　た

給　与
実 数前年比

全

国

前年比実 数 指 数

香

川

県

第2表　現金給与の推移（調査産業計：事業所規模30人以上）

前年比指 数

所 定 内 給 与

実 数

超過労

働給与
実 質 賃 金

区   分
現  金  給  与  総  額 きまって

支給する給与

指 数
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Ⅱ－２ 産業別にみた賃金 

 

‐事業所規模５人以上‐  

香川県における常用労働者１人平均月間現金給与総額を産業別にみると、事業所規模５人以上では、

「学術研究等」（前年比 17.4％増）など６産業が増加し、「運輸業,郵便業」（前年比 13.1％減）など９産

業が減少した。 

 超過労働給与は、「金融業,保険業」（前年差 6,582 円増）など７産業が増加し、「電気・ガス業」（前年

差 6,315 円減）など８産業が減少した。 

 特別に支払われた給与は、「情報通信業」（前年差 39,176 円増）など７産業が増加し、「電気・ガス業」

（前年差 14,152 円減）など８産業が減少した。 

 

 
 

 

実  数 前年比 実  数 前年比 実  数 前年比 実  数 前年差 実  数 前年差

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円 円 円

調 査 産 業 計 294,674 0.0 243,849 △ 0.4 225,414 △ 0.4 18,435 △ 315 50,825 1,143

鉱 業 ， 採 石 業 等 x x x x x x x x x x

建 設 業 383,397 0.3 329,134 2.7 305,534 4.0 23,600 △ 2,863 54,263 △ 7,325

製 造 業 327,063 5.2 268,629 3.9 239,077 4.2 29,552 468 58,434 5,926

電 気 ・ ガ ス 業 519,782 △ 4.4 407,792 △ 2.6 362,279 △ 1.2 45,513 △ 6,315 111,990 △ 14,152

情 報 通 信 業 450,618 9.8 336,312 0.2 301,116 △ 1.5 35,196 5,110 114,306 39,176

香 運 輸 業 ， 郵 便 業 253,633 △ 13.1 221,526 △ 9.9 189,875 △ 12.4 31,651 2,841 32,107 △ 13,219

卸 売 業 ， 小 売 業 237,295 8.9 202,821 6.6 191,924 6.3 10,897 1,000 34,474 7,655

川 金 融 業 ， 保 険 業 420,791 △ 4.1 329,398 △ 4.4 310,414 △ 6.5 18,984 6,582 91,393 △ 3,343

不動産・物 品賃 貸業 308,002 4.0 246,668 △ 1.2 228,668 △ 2.3 18,000 2,213 61,334 15,099

県 学 術 研 究 等 396,775 17.4 300,180 10.8 283,188 12.9 16,992 △ 3,181 96,595 28,734

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 133,558 △ 4.3 121,660 △ 4.6 114,412 △ 5.3 7,248 659 11,898 △ 285

生活関連サービス等 199,951 △ 12.9 176,641 △ 13.7 165,555 △ 13.8 11,086 △ 1,505 23,310 65

教 育 ， 学 習 支 援 業 390,269 △ 4.5 288,203 △ 6.7 279,777 △ 6.4 8,426 △ 1,346 102,066 925

医 療 ， 福 祉 311,554 △ 2.2 258,466 △ 1.7 243,743 △ 0.8 14,723 △ 2,547 53,088 △ 2,407

複 合 サ ー ビ ス 事 業 356,271 △ 0.4 268,677 △ 0.4 255,985 0.9 12,692 △ 3,637 87,594 △ 1,619

そ の他 のサービス業 238,716 △ 3.9 202,002 △ 3.4 188,056 △ 1.6 13,946 △ 4,309 36,714 △ 4,233

調 査 産 業 計 316,966 0.4 260,776 0.4 241,216 0.4 19,560 79 56,190 337

鉱 業 ， 採 石 業 等 333,277 3.6 284,095 3.8 262,208 4.5 21,887 △ 910 49,182 591

建 設 業 389,037 0.7 326,492 0.6 302,211 0.2 24,281 1,570 62,545 1,034

製 造 業 383,658 1.3 305,529 1.0 272,212 0.8 33,317 896 78,129 2,191

電 気 ・ ガ ス 業 555,821 △ 0.2 442,175 △ 1.6 390,646 △ 0.8 51,529 △ 3,972 113,646 5,957

情 報 通 信 業 486,425 △ 0.2 379,977 0.1 348,246 0.8 31,731 △ 2,296 106,448 △ 1,455

全 運 輸 業 ， 郵 便 業 344,573 1.3 292,150 1.5 251,110 1.1 41,040 1,571 52,423 232

卸 売 業 ， 小 売 業 274,008 0.5 227,280 1.0 215,701 1.1 11,579 △ 115 46,728 △ 608

金 融 業 ， 保 険 業 477,827 2.5 362,589 1.4 339,557 1.4 23,032 156 115,238 6,834

不動産・物 品賃 貸業 361,082 △ 1.6 288,221 △ 1.4 268,792 △ 1.4 19,429 △ 277 72,861 △ 1,845

国 学 術 研 究 等 460,787 0.4 360,539 △ 0.4 335,839 △ 0.6 24,700 937 100,248 2,992

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 124,059 △ 2.1 117,040 △ 1.5 109,683 △ 1.6 7,357 13 7,019 △ 847

生活関連サービス等 207,107 1.6 187,015 1.4 177,317 1.6 9,698 △ 251 20,092 881

教 育 ， 学 習 支 援 業 381,157 △ 0.8 296,682 0.0 290,792 0.0 5,890 15 84,475 △ 2,261

医 療 ， 福 祉 299,728 1.6 253,086 1.4 238,772 1.4 14,314 211 46,642 1,232

複 合 サ ー ビ ス 事 業 381,817 △ 1.2 291,468 △ 1.1 279,372 △ 0.9 12,096 △ 778 90,349 △ 792

そ の他 のサービス業 256,366 △ 0.8 222,208 △ 0.9 204,262 △ 0.5 17,946 △ 1,118 34,158 △ 204

第3表 産業別に見た賃金 （事業所規模5人以上）

特別に
支払われた給与所定内給与

現金給与総額
超過労働給与

産             業
きまって

支給する給与
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第5-2図 産業別にみた1人平均月間現金給与総額の内訳

（事業所規模30人以上）

所定内給与 所定外給与 特別給与

 

‐事業所規模 30 人以上‐  

香川県における常用労働者１人平均月間現金給与総額を産業別にみると、事業所規模30人以上では、

「飲食サービス業等」（前年比 8.4％増）など９産業が増加し、「その他のサービス業」（前年比 13.6％

減）など６産業が減少した。 

 超過労働給与は、「金融業,保険業」（前年差 8,439 円増）など５産業が増加し、「その他のサービス業」

（前年差 7,129 円減）など１０産業が減少した。 

 特別に支払われた給与は、「学術研究等」（前年差 10,435 円増）など９産業が増加し、「その他のサー

ビス業」（前年差 11,422 円減）などの６産業が減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注：「所定外給与」とは、「超過労働給与」のことである。 

「特別給与」とは、「特別に支払われた給与」のことである。 

実  数 前年比 実  数 前年比 実  数 前年比 実  数 前年差 実  数 前年差

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円 円 円

調 査 産 業 計 325,587 △ 0.8 264,928 △ 0.6 242,956 0.0 21,972 △ 1,449 60,659 △ 1,019

鉱 業 ， 採 石 業 等 x x x x x x x x x x

建 設 業 509,628 △ 3.1 404,728 △ 1.4 372,721 △ 2.4 32,007 3,196 104,900 △ 9,145

製 造 業 346,640 3.0 280,753 2.1 246,904 2.1 33,849 806 65,887 4,211

電 気 ・ ガ ス 業 564,299 0.8 438,374 △ 1.0 380,585 0.7 57,789 △ 6,993 125,925 6,985

情 報 通 信 業 454,713 1.5 382,029 1.2 350,338 1.5 31,691 △ 655 72,684 1,624

香 運 輸 業 ， 郵 便 業 308,575 △ 0.8 265,951 1.8 231,188 3.4 34,763 △ 3,011 42,624 △ 7,370

卸 売 業 ， 小 売 業 235,990 2.2 201,099 2.8 189,728 3.2 11,371 △ 186 34,891 △ 341

川 金 融 業 ， 保 険 業 429,570 0.3 320,473 1.4 295,559 △ 1.4 24,914 8,439 109,097 △ 2,169

不動産・物 品賃 貸業 272,062 8.1 219,321 6.5 201,594 10.1 17,727 △ 4,909 52,741 8,200

県 学 術 研 究 等 431,383 1.4 325,193 △ 0.7 308,537 △ 0.4 16,656 △ 1,171 106,190 10,435

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 185,521 8.4 162,580 7.2 153,293 7.1 9,287 667 22,941 3,446

生活関連サービス等 224,556 △ 3.4 193,554 △ 3.0 177,563 △ 2.1 15,991 △ 1,910 31,002 558

教 育 ， 学 習 支 援 業 462,720 △ 5.0 333,319 △ 6.8 322,681 △ 7.2 10,638 56 129,401 72

医 療 ， 福 祉 348,446 △ 1.6 287,860 △ 0.9 270,661 0.5 17,199 △ 4,429 60,586 △ 2,792

複 合 サ ー ビ ス 事 業 342,813 3.2 260,263 3.0 246,109 3.6 14,154 △ 1,004 82,550 2,216

そ の他 のサービス業 214,183 △ 13.6 181,368 △ 12.0 168,933 △ 9.6 12,435 △ 7,129 32,815 △ 11,422

調 査 産 業 計 363,295 0.5 290,954 0.4 266,057 0.5 24,897 △ 150 72,341 647

製 造 業 415,523 1.0 323,367 0.7 284,593 0.6 38,774 840 92,156 1,885

卸 売 業 ， 小 売 業 307,911 2.6 246,942 2.6 234,157 2.9 12,785 △ 242 60,969 1,619

医 療 ， 福 祉 346,176 1.4 288,806 1.2 269,551 1.1 19,255 360 57,370 1,523

第4表 産業別に見た賃金 （事業所規模30人以上）

産             業 現金給与総額
きまって

支給する給与 超過労働給与

全

国

所定内給与

特別に

支払われた給与
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第5-1図 産業別にみた1人平均月間現金給与総額の内訳

（事業所規模5人以上）

所定内給与 所定外給与 特別給与
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Ⅱ－３ 賞与の支給状況 

 

‐事業所規模 30 人以上‐  

 香川県における事業所規模 30 人以上の常用労働者１人平均支給額を調査産業計でみると、夏季賞与

は 366,619 円で前年比 0.9％の増加、支給月数（きまって支給する給与に対する支給割合）は 1.16 月分

であった。 

冬季賞与は 383,041 円で前年比 0.7％の増加、支給月数は 1.25 月分であった。 

全国における夏季賞与は 421,718 円で前年比 0.0％の同率、冬季賞与は 438,359 円で 2.2％の増加と

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注：「定期給与」とは、「きまって支給する給与」のことである。 

   

実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比

円 ％ 月分 円 ％ 月分 円 ％ 月分 円 ％ 月分

調 査 産 業 計 366,619 0.9 1.16 383,041 0.7 1.25 421,718 0.0 1.07 438,359 2.2 1.15

鉱業，採石業等 x x x x x x 566,129 5.4 1.43 617,839 △ 1.4 1.54

建 設 業 511,507 △ 12.6 1.14 508,449 △ 5.6 1.10 638,787 2.1 1.27 584,583 4.5 1.25

製 造 業 420,347 2.8 1.08 438,933 3.2 1.18 555,535 △ 0.4 1.21 571,343 3.4 1.29

電 気 ・ ガ ス 業 707,727 13.5 1.62 758,345 3.1 1.81 775,127 6.0 1.69 800,720 2.7 1.81

情 報 通 信 業 571,643 △ 1.2 1.35 616,479 2.1 1.55 720,816 △ 0.1 1.48 711,418 0.8 1.52

運輸業，郵便業 259,580 △ 19.6 1.03 342,724 0.9 1.25 349,052 △ 4.2 0.93 378,296 1.1 1.01

卸売業，小売業 191,468 △ 7.6 0.90 192,560 0.8 0.90 332,741 0.8 0.94 341,055 1.5 0.96

金融業，保険業 676,929 △ 3.3 1.88 708,010 15.7 2.06 677,667 0.2 1.67 635,582 1.4 1.62

不 動 産 ・ 物 品 賃 貸 業 306,286 15.7 1.10 319,693 13.6 1.20 503,093 6.3 1.25 538,309 3.9 1.28

学 術 研 究 等 556,980 0.4 1.46 724,699 30.3 1.62 726,304 △ 5.9 1.43 700,195 △ 1.2 1.52

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 166,093 19.6 0.75 131,899 26.7 0.57 78,575 △ 10.0 0.35 84,775 5.7 0.38

生 活 関 連 サ ー ビ ス 等 186,563 0.6 0.77 125,297 △ 32.5 0.72 153,297 2.0 0.66 160,192 3.3 0.71

教 育 ， 学 習 支 援 業 730,498 4.0 2.28 790,822 2.6 2.49 546,403 △ 0.9 1.61 619,371 △ 0.3 1.89

医 療 ， 福 祉 351,728 6.3 1.03 388,798 0.2 1.19 314,492 4.1 1.04 363,169 1.9 1.18

複 合 サ ー ビ ス 事 業 382,724 3.7 1.42 476,703 5.5 1.83 413,692 △ 1.1 1.34 502,504 △ 4.9 1.67

そ の 他 の サ ー ビ ス 業 212,698 △ 2.1 0.99 239,879 △ 15.0 1.26 191,591 △ 1.5 0.86 189,961 0.1 0.90

第5表 産業別にみた賞与支給状況  (事業所規模30人以上）

産       業

 香               川               県 全                  国
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支 給 額 支給月数
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給与)

支 給 額 支給月数

(対定期

給与)
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第6図 産業別にみた賞与支給状況(事業所規模30人以上)

支給額

夏季賞与 冬季賞与
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Ⅲ－１ 労働時間の動き 

 

‐事業所規模５人以上‐  

香川県における事業所規模５人以上の常用労働者１人平均月間労働時間を調査産業計でみると、総実

労働時間は 148.0 時間で、前年比 0.4％の減少となった。総実労働時間の内訳をみると、所定内労働時

間が 137.2 時間で、前年比 0.5％の減少、所定外労働時間は 10.8 時間で、前年比 0.6％の減少となった。 

 全国の総実労働時間は 143.4時間で、前年比0.3％の減少となった。このうち、所定内労働時間は 132.5

時間で、前年比 0.4％の減少、所定外労働時間は 10.9 時間で、前年比 1.0％の増加となった。 
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第7図 総実労働時間指数の推移（調査産業計）

(平成27年=100)
香川（5人以上） 香川（30人以上）
全国（5人以上） 全国（30人以上）

△ 2.0

△ 1.5

△ 1.0

△ 0.5

0.0

0.5

1.0

25 26 27 28 29年

第8－1図 総実労働時間前年比

（調査産業計:事業所規模5人以上）

香川

全国

実   数 指 数 前年比 実   数 指 数 前年比 実   数 指 数 前年比

平成 時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 時間

25 152.6 103.1 △ 1.5 141.1 103.1 △ 1.6 11.5 103.9 1.6 19.7 1,831.2

26 150.1 101.2 △ 1.8 138.9 101.4 △ 1.7 11.2 98.6 △ 5.1 19.4 1,801.2

27 147.5 100.0 △ 1.2 136.8 100.0 △ 1.3 10.7 100.0 1.5 19.5 1,770.0

28 148.7 100.8 0.8 137.8 100.8 0.7 10.9 101.5 1.5 19.5 1,784.4

29 148.0 100.4 △ 0.4 137.2 100.3 △ 0.5 10.8 100.9 △ 0.6 19.4 1,776.0

平成 時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 時間

25 145.5 100.7 △ 1.0 134.9 100.9 △ 1.4 10.6 97.1 2.7 18.9 1,746.0

26 145.1 100.3 △ 0.4 134.1 100.4 △ 0.6 11.0 101.0 4.0 18.8 1,741.2

27 144.5 100.0 △ 0.3 133.5 100.0 △ 0.3 11.0 100.0 △ 1.0 18.7 1,734.0

28 143.7 99.5 △ 0.6 132.9 99.6 △ 0.5 10.8 98.5 △ 1.5 18.6 1,724.4

29 143.4 99.2 △ 0.3 132.5 99.2 △ 0.4 10.9 99.5 1.0 18.6 1,720.8

（指数：平成２７年平均＝１００）

第6表 労働時間の推移 （調査産業計：事業所規模5人以上）

年間総

実労働
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区分
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出勤日数所定外労働時間所定内労働時間

全

国
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‐事業所規模 30 人以上‐ 

香川県における事業所規模 30 人以上の

常用労働者１人平均月間労働時間を調査

産業計でみると、総実労働時間は 149.8 時

間で、前年比 0.4％の減少となった。総実

労働時間の内訳をみると、所定内労働時間

が 138.3 時間で、前年比 0.2％の減少、所

定外労働時間は 11.5 時間で、前年比 4.2％

の減少となった。 

 全国の総実労働時間は 148.4 時間で、前

年比 0.1％の減少となった。このうち、所

定内労働時間は135.8時間で、前年と同率、

所定外労働時間は 12.6 時間で、前年比

0.2％の減少となった。 
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第8－2図 総実労働時間前年比

（調査産業計：事業所規模30人以上）

香川

全国

実   数 指 数 前年比 実   数 指 数 前年比 実   数 指 数 前年比

平成 時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 時間

25 153.0 101.1 △ 1.7 139.8 101.0 △ 1.5 13.2 103.0 △ 3.2 19.4 1,836.0

26 153.2 100.9 △ 0.2 139.7 100.9 △ 0.1 13.5 102.0 △ 1.0 19.3 1,838.4

27 150.4 100.0 △ 0.9 138.3 100.0 △ 0.9 12.1 100.0 △ 1.9 19.4 1,804.8

28 150.6 100.0 0.0 138.5 100.1 0.1 12.1 99.6 △ 0.5 19.4 1,807.2

29 149.8 99.6 △ 0.4 138.3 99.9 △ 0.2 11.5 95.4 △ 4.2 19.3 1,797.6

平成 時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 時間

25 149.3 100.3 △ 1.0 136.9 100.6 △ 1.3 12.4 97.0 2.4 18.9 1,791.6

26 149.0 100.1 △ 0.2 136.2 100.1 △ 0.6 12.8 100.3 3.4 18.9 1,788.0

27 148.7 100.0 △ 0.1 135.8 100.0 0.0 12.9 100.0 △ 0.3 18.8 1,784.4

28 148.6 99.9 △ 0.1 135.9 100.0 0.0 12.7 98.3 △ 1.7 18.8 1,783.2

29 148.4 99.8 △ 0.1 135.8 100.0 0.0 12.6 98.1 △ 0.2 18.7 1,780.8

（指数：平成２７年平均＝１００）
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県

第7表 労働時間の推移 （調査産業計：事業所規模30人以上）
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Ⅲ－２ 産業別にみた労働時間 

 

‐事業所規模５人以上‐ 

 香川県における常用労働者１人平均月

間総実労働時間を産業別にみると、事業

所規模５人以上では、「情報通信業」（前

年比 5.5％増）など８産業が増加し、「生

活関連サービス等」（前年比 8.7％減）な

ど７産業が減少した。 

所定内労働時間は、「情報通信業」（前

年比 5.1％増）など９産業が増加し、「生

活関連サービス等」（前年比 9.6％減）な

ど６産業が減少した。 

所定外労働時間は、「不動産・物品賃貸業」（前年比 17.1％増）など７産業が増加し、「学術研究等」

（前年比 24.3％減）などの８産業が減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 50 100 150 200

調査産業計
建設業
製造業

電気・ガス業
情報通信業

運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業

不動産・物品賃貸業
学術研究等

飲食サービス業等
生活関連サービス等

教育，学習支援業
医療，福祉

複合サービス事業
その他のサービス業

(時間)

第9-1図 産業別にみた労働時間の内訳（事業所規模5人以上）

所定内労働時間 所定外労働時間

実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年差

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日 時間

調 査 産 業 計 148.0 △ 0.4 137.2 △ 0.5 10.8 △ 0.6 19.4 △ 0.1 1,776.0

鉱 業 ， 採 石 業 等 x x x x x x x x x

建 設 業 170.5 △ 0.4 155.0 1.1 15.5 △ 13.0 21.2 0.1 2,046.0

製 造 業 165.9 0.6 149.9 0.7 16.0 △ 0.5 20.1 0.0 1,990.8

電 気 ・ ガ ス 業 155.8 △ 0.7 141.8 0.6 14.0 △ 11.6 19.2 0.1 1,869.6

情 報 通 信 業 165.4 5.5 147.7 5.1 17.7 8.9 19.2 0.3 1,984.8

香 運 輸 業 ， 郵 便 業 166.7 0.1 147.4 △ 1.5 19.3 14.7 19.6 △ 0.1 2,000.4

卸 売 業 ， 小 売 業 142.1 1.0 135.0 1.2 7.1 △ 4.3 19.7 0.0 1,705.2

川 金 融 業 ， 保 険 業 149.6 2.1 139.2 1.4 10.4 14.3 19.0 0.2 1,795.2

不動産・物 品賃 貸業 154.2 3.8 144.9 3.1 9.3 17.1 20.1 0.9 1,850.4

県 学 術 研 究 等 152.7 △ 2.3 144.2 △ 0.7 8.5 △ 24.3 19.1 0.0 1,832.4

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 105.0 △ 7.3 99.7 △ 7.3 5.3 △ 9.3 16.5 △ 1.1 1,260.0

生活関連サービス等 138.5 △ 8.7 128.5 △ 9.6 10.0 3.9 19.0 △ 0.9 1,662.0

教 育 ， 学 習 支 援 業 136.8 △ 0.8 123.6 △ 0.4 13.2 △ 4.3 17.5 △ 0.2 1,641.6

医 療 ， 福 祉 136.4 △ 2.5 130.9 △ 2.8 5.5 6.8 18.9 △ 0.2 1,636.8

複 合 サ ー ビ ス 事 業 150.7 2.0 143.4 2.1 7.3 0.5 19.3 0.3 1,808.4

そ の他 のサービス業 140.9 1.7 132.0 2.8 8.9 △ 11.8 19.5 0.0 1,690.8

調 査 産 業 計 143.4 △ 0.3 132.5 △ 0.4 10.9 1.0 18.6 0.0 1,720.8

鉱 業 ， 採 石 業 等 163.1 △ 0.3 152.3 1.1 10.8 △ 16.0 20.5 0.0 1,957.2

建 設 業 171.9 0.3 157.7 △ 0.1 14.2 5.4 21.1 0.1 2,062.8

製 造 業 163.6 0.4 147.4 0.2 16.2 3.1 19.5 0.0 1,963.2

電 気 ・ ガ ス 業 156.0 △ 0.6 142.1 0.8 13.9 △ 13.1 19.0 0.1 1,872.0

情 報 通 信 業 160.2 △ 0.5 144.9 0.3 15.3 △ 6.8 19.1 0.0 1,922.4

全 運 輸 業 ， 郵 便 業 173.2 1.2 148.8 0.4 24.4 6.3 20.1 0.1 2,078.4

卸 売 業 ， 小 売 業 135.3 △ 0.7 127.8 △ 0.7 7.5 △ 0.4 18.6 △ 0.1 1,623.6

金 融 業 ， 保 険 業 147.9 △ 0.1 136.6 0.1 11.3 △ 1.8 18.7 0.1 1,774.8

不動産・物 品賃 貸業 152.4 0.0 140.3 0.1 12.1 △ 1.2 19.1 0.0 1,828.8

国 学 術 研 究 等 155.5 0.8 141.8 0.7 13.7 2.4 18.9 0.1 1,866.0

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 99.3 △ 2.5 93.6 △ 2.5 5.7 △ 2.4 15.3 △ 0.3 1,191.6

生活関連サービス等 132.1 △ 0.7 125.2 △ 0.4 6.9 △ 4.5 18.1 △ 0.1 1,585.2

教 育 ， 学 習 支 援 業 127.4 1.5 118.7 0.8 8.7 12.5 16.7 0.1 1,528.8

医 療 ， 福 祉 135.4 0.0 130.2 0.0 5.2 1.6 18.3 0.0 1,624.8

複 合 サ ー ビ ス 事 業 151.7 0.5 144.8 0.8 6.9 △ 4.5 19.2 0.1 1,820.4

そ の他 のサービス業 143.8 △ 0.7 132.7 △ 0.5 11.1 △ 3.2 18.8 △ 0.1 1,725.6

年間総

実労働

時間
所定内労働時間 所定外労働時間

第8表 産業別に見た労働時間（事業所規模５人以上）

総実労働時間 出勤日数
産             業
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第9-2図 産業別にみた労働時間の内訳（事業所規模30人以上）

所定内労働時間 所定外労働時間

‐事業所規模 30 人以上‐  

 香川県における常用労働者１人平均月

間総実労働時間を主な産業別にみると、

事業所規模 30 人以上では、「建設業」（前

年比 3.0％増）など９産業が増加し、「生

活関連サービス等」（前年比 4.5％減）な

ど６産業が減少した。 

所定内労働時間は、「複合サービス事業」

（前年比 2.9％増）など１１産業が増加

し、「生活関連サービス等」（前年比 3.1％

減）など４産業が減少した。 

所定外労働時間は、「建設業」（前年比

11.0％増）など４産業が増加し、「飲食サ

ービス業等」（前年比 34.8％減）など  

１１産業が減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年比 実 数 前年差

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日 時間

調 査 産 業 計 149.8 △ 0.4 138.3 △ 0.2 11.5 △ 4.2 19.3 △ 0.1 1,797.6

鉱 業 ， 採 石 業 等 x x x x x x x x x

建 設 業 169.0 3.0 145.2 1.9 23.8 11.0 20.5 0.7 2,028.0

製 造 業 167.9 0.1 150.1 △ 0.2 17.8 2.4 19.9 △ 0.1 2,014.8

電 気 ・ ガ ス 業 157.9 △ 1.3 140.4 0.1 17.5 △ 11.6 19.0 0.0 1,894.8

情 報 通 信 業 155.4 0.9 143.1 1.9 12.3 △ 10.8 19.1 0.4 1,864.8

香 運 輸 業 ， 郵 便 業 162.3 △ 2.2 146.9 △ 1.6 15.4 △ 7.0 19.6 △ 0.1 1,947.6

卸 売 業 ， 小 売 業 143.9 0.3 136.0 0.4 7.9 △ 1.1 19.8 △ 0.1 1,726.8

川 金 融 業 ， 保 険 業 148.3 0.8 134.1 0.7 14.2 0.3 18.9 0.1 1,779.6

不動産・物 品賃 貸業 144.1 △ 1.1 136.5 0.3 7.6 △ 21.6 19.2 0.3 1,729.2

県 学 術 研 究 等 150.4 0.4 140.9 0.6 9.5 △ 3.1 19.4 0.2 1,804.8

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 122.3 0.5 117.7 2.7 4.6 △ 34.8 17.6 0.2 1,467.6

生活関連サービス等 148.7 △ 4.5 137.6 △ 3.1 11.1 △ 19.0 19.6 △ 0.5 1,784.4

教 育 ， 学 習 支 援 業 145.5 △ 0.7 130.9 0.8 14.6 △ 12.2 18.1 0.2 1,746.0

医 療 ， 福 祉 139.3 0.2 134.3 0.4 5.0 △ 4.9 18.9 0.0 1,671.6

複 合 サ ー ビ ス 事 業 144.9 2.9 137.5 2.9 7.4 3.2 18.6 0.6 1,738.8

そ の他 のサービス業 131.6 △ 3.8 124.1 △ 1.8 7.5 △ 28.5 19.1 △ 0.3 1,579.2

調 査 産 業 計 148.4 △ 0.1 135.8 0.0 12.6 △ 0.2 18.7 △ 0.1 1,780.8

製 造 業 165.2 0.5 147.3 0.1 17.9 2.5 19.3 0.0 1,982.4

卸 売 業 ， 小 売 業 137.4 △ 0.1 129.7 0.2 7.7 △ 4.3 18.9 △ 0.1 1,648.8

医 療 ， 福 祉 143.6 0.4 137.5 0.4 6.1 2.3 18.7 0.1 1,723.2

年間総

実労働

時間

全

国

第9表 産業別に見た労働時間（事業所規模30人以上）

産             業
総実労働時間 出勤日数

所定内労働時間 所定外労働時間
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Ⅳ－１ 雇用の動き 

 

‐事業所規模５人以上‐  

 香川県における事業所規模５人以上の常用労働者数は 338,390 人、常用雇用指数は 102.2 で、前年比

1.6％の増加となった。 

 パートタイム労働者比率は 28.7％で、前年差 0.3 ポイントの増加となった。 

 次に、労働異動率をみると、入職率は 2.01％、離職率は 1.82％で、0.19 ポイントの入職超過となっ

た。 

 全国における常用労働者数は 50,031 千人、前年比 2.5％の増加で、14 年連続の増加となった。パー

トタイム労働者比率は 30.8％で、前年差 0.06 ポイントの増加となった。入職率は 2.15％、離職率は

2.04％で、0.11 ポイントの入職超過となった。 
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第10図 雇用指数の推移（調査産業計）

(平成27年=100)
香川（5人以上） 香川（30人以上）

全国（5人以上） 全国（30人以上）
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第11-1図 雇用指数対前年比

（調査産業計:事業所規模5人以上）

香川 全国

実数 指数 前年比
ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾀ ｲ ﾑ

労働者 比率
前年差 入職率 前年差 離職率 前年差

平成 人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ

25 340,549 102.7 △ 0.1 25.6 1.00 1.83 0.07 1.82 0.02

26 340,797 102.8 0.1 25.8 0.20 1.83 0.00 1.88 0.06

27 331,298 100.0 △ 2.7 28.3 2.50 1.83 0.00 1.83 △ 0.05

28 333,510 100.6 0.6 28.4 0.10 1.77 △ 0.06 1.79 △ 0.04

29 338,390 102.2 1.6 28.7 0.30 2.01 0.24 1.82 0.03

平成 千人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ

25 46,129 96.6 0.8 29.4 0.67 2.06 0.03 2.05 0.01

26 46,808 98.0 1.5 29.8 0.38 2.05 △ 0.01 1.98 △ 0.07

27 47,770 100.0 2.1 30.5 0.66 2.14 0.09 2.03 0.05

28 48,765 102.1 2.1 30.7 0.23 2.15 0.01 2.04 0.01

29 50,031 104.7 2.5 30.8 0.06 2.15 0.00 2.04 0.00

（指数：平成２７年平均＝１００）

香

川

県

全

国

第10表 雇用指数等の推移 （調査産業計：事業所規模5人以上）

区分
常  用  労  働  者 労  働  異  動  率

注：常用労働者の指数及び前年比は、経済センサス-基礎調査の更新に伴う改訂値である。 
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‐事業所規模 30 人以上‐  

香川県における事業所規模 30 人以上の常用労働者数は 188,110 人、常用雇用指数は 103.2 で、前年

比 1.9％の増加となった。 

 パートタイム労働者比率は 25.8％で、前年差 0.1 ポイントの増加となった。 

 次に、労働異動率をみると、入職率は 1.86％、離職率は 1.73％で 0.13 ポイントの入職超過となった。 

 全国における常用労働者数は 28,248 千人、前年比 1.6％の増加で、14 年連続の増加となった。パー

トタイム労働者比率は 25.3％、前年差で 0.13 ポイントの減少となった。入職率は 1.90％、離職率は

1.84％で 0.06 ポイントの入職超過となった。 
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第11-2図 雇用指数対前年比

（調査産業計:事業所規模30人以上）

香川 全国

実数 指数 前年比
ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾀ ｲ ﾑ

労働者 比率
前年差 入職率 前年差 離職率 前年差

平成 人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ

25 193,842 105.9 1.4 23.4 △ 0.10 1.65 △ 0.04 1.75 0.08

26 190,292 104.4 △ 1.5 23.7 0.30 1.72 0.07 1.81 0.06

27 182,294 100.0 △ 4.2 26.2 2.50 1.57 △ 0.15 1.56 △ 0.25

28 184,751 101.3 1.3 25.7 △ 0.50 1.44 △ 0.13 1.46 △ 0.10

29 188,110 103.2 1.9 25.8 0.10 1.86 0.42 1.73 0.27

平成 千人 ％ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ ％ ﾎﾟｲﾝﾄ

25 27,209 98.1 0.4 24.6 0.29 1.86 0.04 1.88 0.00

26 27,307 99.0 0.9 24.8 0.19 1.82 △ 0.04 1.80 △ 0.08

27 27,574 100.0 1.1 25.5 0.79 1.92 0.10 1.83 0.03

28 27,840 100.9 0.9 25.4 △ 0.14 1.89 △ 0.03 1.83 0.00

29 28,248 102.5 1.6 25.3 △ 0.13 1.90 0.01 1.84 0.01

（指数：平成２７年平均＝１００）

香

川

県

全

国

区分
労  働  異  動  率

第11表 雇用指数等の推移 （調査産業計：事業所規模30人以上）
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Ⅳ－２ 産業別にみた雇用 

 

‐事業所規模５人以上‐  

 香川県における事業所規模５人以上の常用労働者の構成割合を産業別にみると、高い業種から順に、

「卸売業，小売業」20.2％、「製造業」18.4％、「医療,福祉」16.3％となった。 

 パートタイム労働者比率は、高い業種から順に、「飲食サービス業等」72.5％、「生活関連サービス等」

58.6％、「卸売業，小売業」44.0％、となった。 

 労働異動率をみると、入職率では高い業種から順に、「生活関連サービス等」4.78％、「飲食サービス

業等」4.09％、「その他のサービス業」3.83％となった。離職率では高い業種から順に、「生活関連サー

ビス等」3.72％、「飲食サービス業等」3.63％、「その他のサービス業」3.32％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実数 前年比
パートタイム

労働者比率 前年差 入職率 前年差 離職率 前年差

人 ％ ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

調 査 産 業 計 338,390 1.6 28.7 0.30 2.01 0.24 1.82 0.03

鉱 業 ， 採 石 業 等 x x x x x x x x

建 設 業 22,110 4.2 4.3 △ 2.10 1.41 0.18 1.10 △ 0.23

製 造 業 62,291 △ 0.6 12.6 △ 2.40 1.01 △ 0.12 1.13 0.01

電 気 ・ ガ ス 業 3,071 △ 0.7 6.4 0.30 0.98 △ 0.64 1.14 △ 0.27

情 報 通 信 業 3,885 △ 2.9 12.2 △ 2.70 0.91 △ 0.76 1.16 △ 0.55

香 運 輸 業 ， 郵 便 業 27,003 5.3 19.8 2.70 3.07 1.32 2.28 0.60

卸 売 業 ， 小 売 業 68,347 0.4 44.0 △ 2.90 1.82 △ 0.02 1.52 △ 0.45

川 金 融 業 ， 保 険 業 11,607 △ 0.5 16.3 1.80 1.74 0.37 1.80 0.48

不 動 産 ・ 物 品 賃 貸 業 4,022 △ 6.0 23.7 △ 2.20 2.00 0.42 2.19 0.36

県 学 術 研 究 等 6,545 1.9 21.1 △ 0.30 0.99 △ 1.03 1.06 △ 0.31

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 18,278 5.9 72.5 2.60 4.09 △ 0.17 3.63 △ 0.25

生 活 関 連 サー ビス 等 10,641 2.8 58.6 14.20 4.78 2.75 3.72 1.26

教 育 ， 学 習 支 援 業 17,684 △ 1.9 27.0 1.50 1.31 △ 1.02 1.56 △ 0.67

医 療 ， 福 祉 55,253 0.5 26.8 3.00 1.60 0.44 1.42 0.14

複 合 サ ー ビ ス 事 業 3,582 △ 1.9 17.5 △ 0.80 2.98 0.14 3.31 0.64

そ の他 のサ ー ビ ス 業 24,015 8.4 34.9 0.10 3.83 0.88 3.32 0.35

千人 ％ ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

調 査 産 業 計 50,031 2.5 30.8 0.06 2.15 0.00 2.04 0.00

鉱 業 ， 採 石 業 等 20 △ 5.4 7.4 △ 1.25 1.10 △ 0.25 1.74 0.18

建 設 業 3,023 4.7 6.0 0.43 1.34 △ 0.06 1.23 △ 0.08

製 造 業 8,108 0.7 13.4 △ 0.79 1.17 0.00 1.11 △ 0.04

電 気 ・ ガ ス 業 279 △ 0.4 3.6 △ 0.66 1.25 △ 0.30 1.31 △ 0.24

情 報 通 信 業 1,550 2.7 4.8 △ 0.17 1.80 0.06 1.68 0.06

全 運 輸 業 ， 郵 便 業 3,381 1.7 17.3 △ 1.38 1.55 △ 0.15 1.54 △ 0.15

卸 売 業 ， 小 売 業 9,039 1.5 44.3 0.12 2.07 △ 0.01 2.02 0.00

金 融 業 ， 保 険 業 1,429 △ 0.1 12.6 0.48 1.70 △ 0.11 1.76 △ 0.01

不 動 産 ・ 物 品 賃 貸 業 754 3.1 23.3 0.62 2.16 △ 0.03 2.09 0.09

国 学 術 研 究 等 1,430 3.1 11.0 △ 0.44 1.54 △ 0.11 1.50 △ 0.01

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 4,864 5.8 77.4 0.59 4.41 △ 0.13 4.24 △ 0.04

生 活 関 連 サー ビス 等 1,821 3.8 48.9 △ 0.44 3.18 0.09 3.01 0.06

教 育 ， 学 習 支 援 業 3,259 6.2 30.5 △ 0.17 3.22 0.32 2.78 0.20

医 療 ， 福 祉 6,808 2.4 30.2 △ 0.41 1.90 0.00 1.78 0.04

複 合 サ ー ビ ス 事 業 340 0.0 14.3 0.77 1.85 △ 0.06 1.88 △ 0.06

そ の他 のサ ー ビ ス 業 3,926 3.0 30.3 1.11 2.51 0.03 2.33 △ 0.03

常 用 労 働 者 数 労 働 異 動 率

産             業

第12表 産業別に見た雇用（事業所規模5人以上）
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卸売業，小売業 18.1
20.2

13.8

製造業 16.2
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24.8
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第13図 産業別にみた常用労働者の構成割合

全　国

（5人以上）

香川県

（5人以上）

香川県

（30人以上）

鉱業，採石業等 0.0 - -
建設業 6.0 6.5 3.4
製造業 16.2 18.4 24.8
電気・ガス業 0.6 0.9 1.2
情報通信業 3.1 1.1 .6
運輸業，郵便業 6.8 8.0 7.6
卸売業，小売業 18.1 20.2 13.8
金融業，保険業 2.9 3.4 2.8
不動産・物品賃貸業 1.5 1.2 .6
学術研究等 2.9 1.9 1.4
飲食サービス業等 9.7 5.4 4.2
生活関連サービス等 3.6 3.1 3.0
教育，学習支援業 6.5 5.2 6.1
医療，福祉 13.6 16.3 21.0
複合サービス事業 0.7 1.1 0.5
その他のサービス業 7.8 7.1 8.9

産業別にみた常用労働者の構成割合(%)
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-事業所規模 30 人以上‐  

 香川県における事業所規模30人以上の常用労働者の構成割合を産業別にみると、高い業種から順に、

「製造業」24.8％、「医療,福祉」21.0％、「卸売業，小売業」13.8％となった。 

 パートタイム労働者比率は、高い業種から順に、「飲食サービス業等」59.5％、「生活関連サービス等」

54.1％、「卸売業，小売業」47.1％となった。 

 労働異動率をみると、入職率では高い業種から順に、「生活関連サービス等」6.90％、「その他のサー

ビス業」4.62％、「飲食サービス業等」2.96％となった。離職率では高い業種から順に、「生活関連サー

ビス等」4.53％、「その他のサービス業」3.69％、「複合サービス事業」3.30％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実数 前年比
パートタイム

労働者比率 前年差 入職率 前年差 離職率 前年差

人 ％ ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

調 査 産 業 計 188,110 1.9 25.8 0.10 1.86 0.42 1.73 0.27

鉱 業 ， 採 石 業 等 x x x x x x x x

建 設 業 6,343 16.2 7.4 3.80 2.68 1.18 1.71 0.89

製 造 業 46,625 1.2 10.8 △ 1.10 0.87 0.00 1.01 0.12

電 気 ・ ガ ス 業 2,346 △ 0.3 6.3 △ 0.40 1.22 △ 0.51 1.35 △ 0.12

情 報 通 信 業 1,161 △ 3.1 1.9 △ 0.30 0.54 △ 0.23 0.77 0.04

香 運 輸 業 ， 郵 便 業 14,346 △ 2.1 20.4 △ 0.30 1.38 0.02 1.60 0.18

卸 売 業 ， 小 売 業 25,885 △ 1.1 47.1 △ 1.40 1.63 0.26 1.59 0.02

川 金 融 業 ， 保 険 業 5,194 △ 1.7 19.6 △ 0.60 1.41 0.35 1.55 0.29

不 動 産 ・ 物 品 賃 貸 業 1,138 △ 2.1 39.6 △ 2.50 1.87 △ 0.21 1.56 △ 1.28

県 学 術 研 究 等 2,612 5.3 22.4 △ 0.20 1.93 0.96 1.34 0.41

飲 食 サ ー ビ ス 業 等 7,876 2.5 59.5 △ 3.80 2.96 △ 0.05 2.68 0.05

生 活 関 連 サー ビス 等 5,735 4.3 54.1 0.40 6.90 5.10 4.53 2.41

教 育 ， 学 習 支 援 業 11,471 △ 0.7 17.6 0.80 0.69 △ 1.44 0.77 △ 1.37

医 療 ， 福 祉 39,582 1.0 21.5 0.10 1.63 0.76 1.45 0.61

複 合 サ ー ビ ス 事 業 987 △ 4.1 22.1 △ 0.10 2.80 △ 0.21 3.30 0.45

そ の他 のサ ー ビ ス 業 16,751 12.2 42.6 6.10 4.62 1.17 3.69 0.19

千人 ％ ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

調 査 産 業 計 28,248 1.6 25.3 △ 0.12 1.90 0.01 1.84 0.01

製 造 業 6,040 0.3 10.8 △ 0.48 1.08 △ 0.03 1.05 △ 0.04

卸 売 業 ， 小 売 業 3,969 0.2 44.2 △ 1.44 1.68 △ 0.06 1.73 △ 0.04

医 療 ， 福 祉 4,184 1.1 22.4 △ 0.15 1.72 0.07 1.64 0.05

全

国

第13表 産業別に見た雇用（事業所規模30人以上）

産             業

常 用 労 働 者 数 労 働 異 動 率

0 10 20 30 40 50 60 70 80

調査産業計
建設業
製造業

電気・ガス業
情報通信業

運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業

不動産・物品賃貸業
学術研究等

飲食サービス業等
生活関連サービス等

教育，学習支援業
医療，福祉

複合サービス事業
その他のサービス業

(％)

第14図 産業別ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者比率

事業所規模 5人以上 事業所規模30人以上
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-労働異動率の推移‐ 

香川県における労働異動率の月別推移をみると、入職率は４月が 6.37％で最も高く、ついで１１月の

3.02％が高かった。離職率は４月の 4.88％が最も高く、ついで１２月の 2.84％が高かった。 
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第16-2図 入職率・離職率の推移（調査産業計）

事業所規模30人以上

入職率－離職率(右軸)

入職率(左軸)

離職率(左軸)

0

（％） 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

入職率－離職率(右軸) 0.06 △ 0.06 △ 0.73 1.49 △ 0.09 0.39 0.23 0.43 △ 0.34 △ 0.27 2.14 △ 1.65

入職率(左軸) 1.16 0.95 1.15 6.37 1.40 1.54 1.57 1.56 1.14 1.32 3.02 1.19

離職率(左軸) 1.10 1.01 1.88 4.88 1.49 1.15 1.34 1.13 1.48 1.59 0.88 2.84
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第15図 労働異動率の月別推移(調査産業計:事業所規模30人以上)

入職率－離職率(右軸) 入職率(左軸) 離職率(左軸)
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第16-1図 入職率・離職率の推移（調査産業計）

事業所規模５人以上

入職率－離職率(右軸)

入職率(左軸)

離職率(左軸 )

（％） 

（％） 
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